
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

県職労では、各保健所における意見交換（主

に書面での意見集約）を経て、喫緊課題である新

型コロナウイルス感染症対策の体制強化、来年

度の組織・定数要求や職場環境改善等を柱とす

る、保健福祉部長あて要請書を作成し、11 月

20 日に下山保健福祉企画室長に手交、基本姿

勢を質すべく交渉を行った。主な交渉結果は次

のとおり。 

【主な交渉結果】 

① 保健所体制強化（コロナ対策含む） 

「短期的には本庁・各保健所の応援体制強化を進め

る。コロナ対策保健師は12人採用。国も保健所の

恒常的な体制確保に向け財政措置を進めており、必

要な体制強化に努める」とした。交渉団から、保健

師等の専門職に加え、検体搬送や調整業務を担う事務職を含めた体制強化を求めた。 

② 保健師・栄養士の採用・育成 

「行政需要、年齢構成の平準化に向けて計画的採用を進める。2021年度に向けて保健師・栄養士とも

に退職予定者を上回る採用を検討」、「2019年３月に保健師育成方針を改正した。保健師のキャリアを把

握し、体系的なキャリア形成に向け、経験に応じた研修などの人材育成の

取り組みを進める。栄養士も同様に進めたい」との姿勢を確認した。 

③ コロナ対策の職員負担軽減 

「コロナ対策が長期化するなか、保健所職員の負担軽減が必要。検体搬

送等の外部委託や会計年度任用職員の対応等は他県状況を把握し、負担軽

減を検討」、「検体搬送は各部３人程の応援体制を要請しており、拡充可能

か各部局と相談」としたことから、早急な対策を求めた（裏面に続く）。 

実態を訴える交渉団 

下山室長（左）に要請書手交（藤村次長） 

回答する下山室長 
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④ 福祉職員の体制強化 

「生活保護、介護保険、障がい福祉をはじめ福祉分野に精通した職員が必要。もっとも、東日本大

震災以降の採用者増もあり、専門家が育ちにくい環境。職員配置や育成は人事課にも課題を伝え、専

門職の育成・配置に努める」としたことから、福祉部門の人材配置の改善に向けて検討を要請した。 

 上記のほか、保健所における公用携帯の増備、超過勤務手当の配分などを要請。下山室長は、「予算

を含めて不便をかけている。しっかりと把握して善処できるようにする。内容を精査のうえ、現場が

動きやすいように努めたい」と応じた。 

 

 

 

 

 

 

 

同日、各児童相談所における来年度の組織・定数

要求や職場環境改善等を柱とする、保健福祉部長あ

て要請書を下山保健福祉企画室長に手交、基本姿勢

を質すべく交渉を行った。交渉結果は次のとおり。 

① 児童相談所の体制強化 

「児相体制強化に向け、2022年度までに政令に基づき順

次増員を進める必要。2021年度に向け児童福祉司５人、児

童心理司１人、一時保護所の児童指導員２人を要求中。兼務発令は増員を進め

ながら解消に努める」とした。交渉団から中堅層職員が少なく、若手指導も難

しい実態であること、人員確保や職員の定着には、人員・勤務環境・処遇改善

のセットでの改善が不可欠であるとし、早急な対策を求めた。 

② 児童相談所の宿直体制の改善 

「虐待対応、一時保護児童の支援もあり、宿直とはいえない状況

は理解。各児相職員で構成されるワーキンググループで検討予定も、コロナ禍で作業が中断。コロナ

の状況にもよるが、状況を踏まえ再開して検討を進め、解決に努める」とした。 

③ 児童相談所職員の処遇改善 

「月額平均２万円の処遇改善を柱とする国の交付税措置がされた。既に給料

の調整額が支給されており、月額２万円を超える方もいれば、月額２万円未満

の職員も。交付税措置を踏まえ、人事課で他県状況を踏まえ検討を進めている

と聞いている。保健福祉部も一緒に改善に向けて取り組みを進める」とした。 

 

最後に下山室長から「コロナ対策を含め日々業務に励む職員に対し、保健福祉部長に

代わり御礼。現場の声を真摯に受け止め、検討を進める。職員の働く環境の整備が県民

サービス向上につながるという視点で努力」とした。一部は改善方向も、多くが継続課

題に。県職労は保健・福祉職場の改善に向け職場実態をもとに改善要求を進めていく。 

実態訴える一関児相・平中さん 

見解示す下山室長 

下山室長に要請書手交（福相セ・加藤分会長） 


